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久

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
人
の
地
位
を
私
法
の
分
野
で
語
る
と
き
に
は
、
一
九
四
八
年
の
判
決
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
命
題
(
「
外
国
人
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
特
に
拒
絶
さ
れ
て
い
な
い
限
り
諸
権
利
を
享
受
す
る
」
)
に
止
ま
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、

七
日
の
判
決
以
降
、
事
態
は
お
お
い
に
変
化
し
た
。
そ
の
変
化
に
は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
第
一
に
、
一
九
九
三
年
の
外
国
人
の
数
は
次
の

フ
ラ
ン
ス
に
は
四

O
O
万
人
の
外
国
人
が
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一

O
O
万
人
が
一
六
歳
以
下
の
未
成
年
で
あ
る
。

一
九
四
八
年
七
月
二

よ
う
に
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
密
入
国
者
は
お
よ
そ
一
ニ

O
万
人
に
な
る
。
こ
の
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
の
七
%
以
上
に
当
た
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
で
は
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一
二

O
O
万
人
だ
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
外
国
人
の
三
分
の
一
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、

フ
ラ
ン
ス
は
、

外
国
人
の
状
態
が
次
第
に
法
律
問
題
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
、

フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
外
国
人
に
関
す
る
一
般
的
な
原
理
に
道
を
開
い
た
が
、

一
九
八
一
年
の
諸
法
律
が
、
入
国
・
滞
在
の
条
件
、
結
社
の

そ
れ
以
降
で
は
、

権
利
、
雇
用
等
に
つ
き
決
定
的
な
転
換
と
な
っ
た
。
八

0
年
代
に
は
、
政
府
の
特
別
の
考
慮
か
ら
、
多
く
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。

四
年
七
月
一
七
日
の
法
律
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
適
法
に
定
住
し
た
外
国
人
が
適
切
に
溶
け
込
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

九
八
六
年
九
月
九
日
の
法
律
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
適
法
に
定
住
し
て
い
る
外
国
人
の
適
応
を
促
進
し
、
不
法
移
入
を
抑
え
る
こ
と
を
意
図
し
て

い
る
。

一
九
八
九
年
八
月
二
日
の
法
律
は
、
不
法
状
態
の
外
国
人
に
対
し
て
一
九
八
六
年
に
採
っ
た
考
え
方
を
変
更
し
な
か
っ
た
が
、
彼
ら

に
よ
り
多
く
の
法
的
保
証
を
与
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

一
九
九

O
年
一
月
一

O
日
の
法
律
は
、
国
境
送
還
の
決
定
に
対
し
行
政
裁
判
官
に

提
訴
す
る
こ
と
を
認
め
た
一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
二
二
条
の
二
を
挿
入
し
た
。

一
九
九
二
年
二
月
二
六
日
の
法
律
は
、

フランスにおける外国人の私法上の地位

一
九
四
五
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て
、

一
九
九

O
年
七
月
一
九
日
に
署
名
さ
れ
た
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
と
調
和
す
る
よ
う

に
し
た
。
と
き
に
「
パ
ス
ク
ワ
法
」
と
か
「
メ
ヘ
ニ
ュ
リ
法
」
と
か
一
言
わ
れ
る
一
九
九
三
年
の
法
律
は
、

ひ
と
ま
と
ま
り
を
な
す
四
つ
の
法

律
か
ら
な
る
。

ー
一
九
九
三
年
七
月
一
一
一
一
日
の
法
律
は
、
国
籍
法
を
改
正
し
た
。

ー
一
九
九
三
年
八
月
一

O
日
の
法
律
は
、
身
分
証
明
書
の
検
査
と
確
認
に
関
す
る
。

ー
一
九
九
三
年
八
月
二
四
日
の
法
律
は
、
入
国
の
抑
制
と
外
国
人
の
入
国
・
受
け
入
れ
・
滞
在
の
要
件
に
関
わ
る
も
の
で
、

一
九
四
五
年
一

一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
修
正
し
た
。

ー
一
九
九
三
年
二
一
月
三

O
日
の
法
律
は
、
入
国
の
抑
制
に
関
す
る
も
の
で
、
民
法
典
の
若
干
の
条
文
を
修
正
し
た
。

立
法
は
一
般
的
に
は
改
善
の
方
向
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
か
な
り
の
偏
見
を
指
摘
さ
れ
、
外
国
人
は
し
ば
し
ば
、

一
人
の
人
間
と
し
て

一
九
八
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よ
り
も
一
人
の
市
民
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
私
法
は
人
間
に
権
利
と
義
務
を
賦
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
外
国
人
も
人
間
で
あ
る
か
ら
、
権

利
と
義
務
を
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

外
国
人
と
い
う
概
念
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
定
義
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
。
リ
ト
レ
辞
典
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
と

l土

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
、

フ
ラ
ン
ス
社
会
に
属
さ
な
い
者
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の

定
義
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
持
た
な
い
す
べ
て
の
個
人
で
、
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
場
合
と
、
何
も
国
籍
を
持
た
な

い
場
合
と
が
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る

(
第
一
条
)
。
こ
の
定
義
は
、
依
然
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
が
、
圏
内
法
は
、
判
例
と
国
際
条
約
と
一

緒
に
な
っ
て
、
こ
の
外
国
人
の
地
位
を
積
極
的
に
進
展
さ
せ
た
。

そ
れ
ら
の
囲
内
法
の
法
文
は
、
憲
法
上
の
諸
原
理
と
民
法
典
第
一
一
条
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
念
の
た
め
言
う
と
、
憲
法
的
な
原
理

と
し
て
、

一
九
四
六
年
憲
法
の
前
文
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
こ
の
領
土
に
お
い
て
、
人
種
の
差
別
な
く
、
譲
渡
さ
れ
え
な
い
神
聖
な
権

利
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
前
文
は
ま
た
、
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
、
共
同
体
か
ら
、
生
存
の
た
め
の
適
切
な
手
段
、
こ
ど
も
も
成
人

も
教
育
、
職
業
教
育
、
文
化
教
養
に
対
し
平
等
の
ア
ク
セ
ス
を
得
る
権
利
」
を
有
す
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。
職
を
失
っ
た
場
合
に
も

フ
ラ
ン
ス
領
土
内
に
残
る
権
利
は
、
憲
法
上
の
原
理
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
民
法
典
第
一
一
条
(
「
外
国
人
は
、

そ
の
外
国
人
が
属
す
る
国
の
条
約
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
与
え
て
い
る
の
と
同
じ
権
利
を
、

ラ
ン
ス
に
お
い
て
享
受
す
る
。
」
)

は
、
外
国
人
を
フ
ラ
ン
ス
人
と
同
様
に
扱
う
と
の
原
理
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
一
一
条
は
、
多
く

の
蒔
踏
と
学
説
に
よ
る
種
々
の
分
析
の
後
に
、
同
格
扱
い
の
一
般
的
な
原
理
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
現
在
残
っ
て
い
る
唯
一
の
差
別
は
特
別
の

法
文
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
理
に
、
様
々
な
条
約
と
国
際
的
条
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
保
護
が
付
け
加
わ

る
。
そ
の
例
を
あ
げ
る
と
、

一
九
五
七
年
に
署
名
さ
れ
、
後
に
単
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
定
書
で
補
完
さ
れ
る
、

ロ
ー
マ
条
約
で
あ
る
。

最
後
に
、

フ
ラ
ン
ス
憲
法
第
五
五
条
に
よ
り
、
条
約
は
法
律
に
優
先
す
る
権
威
を
持
つ
こ
と
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、

北法46(6・280)1770
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一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
諸
条
約
に
服
す
る
。
さ
ら
に
、
当
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
第
二
条
で
、
外
国
人
に
関
す
る
普
通

法
は
「
国
際
条
約
が
な
い
限
り
で
」
適
用
さ
れ
る
と
、

は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
外
国
人
の
地
位
の
一
般
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
、
こ
の
報
告
は
、
長
期
間
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
る
、
あ
る
い
は

フ
ラ
ン
ス
に
留
ま
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
外
国
人
に
限
定
す
る
。
外
国
人
の
家
族
が
置
か
れ
て
い
る
地
位
に
対
す
る
関
心
か
ら
、

ま
ず
、
正

常
な
家
族
の
地
位
を
家
族
の
基
本
単
位
と
い
う
視
角
か
ら
み
た
う
え
で
、
次
に
、
偽
装
結
婚
と
の
関
連
で
意
図
不
明
な
家
族
の
地
位
を
み
る
。

I 

正
常
な
家
族
の
法
的
地
位

フランスにおける外国人の私法上の地位

フ
ラ
ン
ス
法
は
、
外
国
人
に
、
「
正
常
な
家
族
生
活
を
営
む
権
利
」
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
権
利
は
、
有
名
な
一
九
七
八
年
の
ジ
ス
テ
ィ

判
決
に
よ
っ
て
原
理
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
法
律
は
、
家
族
単
位
(
円
己
Z
Z
Pヨ
ニ
互
巾
)
と
家
族
の
結
集
(
「
品
「
O
E
沼
市
包

g
Z白
呂
田
}
互
)

と
い
う
こ
つ
の
点
で
、
家
族
を
保
護
し
て
い
る
。

A 

家
族
単
位

「
正
常
な
家
族
生
活
を
営
む
」
と
い
う
原
理
の
基
礎
は
、

一
九
四
六
年
憲
法
の
序
文
第
一

O
項
(
「
国
は
、
個
人
と
家
族
に
、
そ
の
発
展
の

そ
の
第
八
項
は
、

た
め
に
必
要
な
諸
条
件
を
保
障
す
る
」
)

に
あ
る
だ
け
で
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
第
八
項
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

家
族
生
活
尊
重
の
原
理
を
、
「
何
人
も
、

私
生
活
、
家
族
、
住
所
、

お
よ
び
通
信
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。
」
と
明
確
に
定
め
て
い
る
。

北法46(6・281)1771
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一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
家
族
単
位

1 こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
と
、
家
族
単
位
と
は
要
す
る
に
、
父
、
母
、

お
よ
び
未
成
年
の
子
ど
も
達
か
ら
な
る
核
家
族
で
あ
る
。
そ
の

第
五
|
一
条
と
第
一
五
条
、

お
よ
び
第
二
五
条
に
規
定
さ
れ
る
人
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
す
る
者
の
外
国
人
配
偶
者
と
一
八
歳
以
下
の

フ
ラ
ン
ス
に
在
留
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
家
族
単
位
は
、

子
ど
も
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
結
婚
し
て
い
る
と
い
う
条
件
が
あ
れ
ば
、

直
系
の
卑
属
に
も
拡
張
さ
れ
う
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
第
一
五
1

二
条
は
、
子
に
つ
い
て
は
一
一
一
歳
ま
で
の
成
年
と
、
扶
養
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
年
齢
の
制
限
な
く
こ
れ
を
拡
げ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
諸
国

ま
た
尊
属
に
つ
い
て
各
配
偶
者
の
尊
属
ま
で
こ
れ
を
拡
げ
た
。

の
国
民
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
八
条
に
よ
る
と
、
家
族
単
位
は
、
こ
の
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
よ
り
も
拡
大
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

2 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
第
八
条
に
よ
る
家
族
単
位

同
そ
の
概
念
内
容

家
族
単
位
と
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん
婚
姻
関
係
が
あ
れ
ば
生
ず
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
結
婚
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
夫
婦
の
よ
う
に
生
活

し
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
親
子
関
係
、
あ
る
い
は
姻
族
関
係
か
ら
な
る
よ
う
な
自
然
家
族
(
法
的
な
婚
姻
関
係
に
な

も
、
第
八
条
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
は
養
子
関
係
も
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
家
族
関
係
は
、
子
ど
も
が

成
人
し
て
も
な
く
な
ら
な
い
。
ま
た
、
八
条
の
家
族
単
位
は
、
祖
父
母
と
孫
、
お
よ
び
傍
系
を
も
含
む
。
こ
う
し
て
八
条
は
家
族
単
位
に
つ

い
家
族
)

き
広
い
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
家
族
単
位
の
成
立
に
必
要
な
構
成
員
の
閑
の
家
族
的
つ
な
が
り
は
、
実
効
性
の
あ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川
「
実
効
性
あ
る
家
族
的
つ
な
が
り
」
と
い
う
条
件

北法46(6・282)1772 



家
族
的
つ
な
が
り
の
実
効
性
と
は
、
家
族
構
成
員
の
聞
の
関
係
が
近
く
、
か
っ
、
適
法
で
あ
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
当
該
外
国
人

は
、
「
家
族
的
つ
な
が
り
を
疎
遠
に
し
」
た
り
、
「
断
ち
切
っ
て
」
い
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
共
同
生
活
が
な
い
場
合
に
は
、
婚
姻
関
係
、

内
縁
関
係
が
あ
っ
て
も
不
十
分
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
親
や
兄
弟
が
フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
て
も
、
実
効
性
あ
る
家
族
生
活
の
存
在
を
証

明
す
る
に
は
十
分
で
な
い
。
裁
判
所
は
、
家
族
生
活
の
実
効
性
を
判
断
す
る
た
め
に
、
状
況
証
拠
の
束
を
利
用
す
る
が
、
状
況
証
拠
の
い
ず

れ
か
一
つ
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
で
あ
っ
て
、
重
畳
的
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
状
況
証
拠
の
束
と
は
、

-
共
同
生
活
と
い
う
要
素

-
金
銭
的
な
依
存
関
係
が
あ
る
こ
と

-
部
分
的
で
も
よ
い
が
親
権
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
、
子
ど
も
の
扶
養
を
分
担
し
て
い
る
こ
と

-
離
婚
し
た
父
親
で
、
子
の
監
護
権
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
面
接
交
渉
権
を
実
際
に
行
使
し
て
い
る
こ
と
。
子
の
教
育
に
適
法
に
関
与
し

フランスにおける外国人の私法上の地位

て
い
る
こ
と
、

で
あ
る
。

念
の
た
め
に
言
、
っ
と
、
家
族
的
つ
な
が
り
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
家
族
が
適
法
に
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
外
国
か
ら
家
族
全
体
が
来
る
場
合
に
は
、
第
八
条
を
主
張
で
き
な
い
。
第
八
条
は
外
国
人
が
、
追
放
命
令
、
国
境
送
還
命
令
、
在

留
証
明
証
の
拒
絶
、

フ
ラ
ン
ス
入
国
ピ
ザ
の
拒
絶
の
よ
う
な
警
察
的
措
置
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
、
本
条
の

適
用
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
こ
で
の
問
題
で
な
い
。

「
正
常
な
家
族
生
活
を
営
む
」
権
利
は
、
家
族
の
結
集
に
対
す
る
権
利
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
拡
大
す
る
。
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シンポジウム

B 

家
族
の
結
集

一
九
七
六
年
四
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
は
、
既
に
フ
ラ
ン
ス
領
内
に
居
住
し
て
い
る
外
国
人
が
配
偶
者
と
未
成
年
の
子
ど
も
を
呼
び
寄
せ
る

た
め
の
制
度
の
基
礎
を
造
っ
た
が
、
家
族
の
結
集
と
い
う
考
え
方
は
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
。
こ
の
デ
ク
レ
の
諸
原
理
は
、

一
九
八
四
年
二
一
月
四
日
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
義
し
な
お
さ
れ
、

一
九
九
三
年
の
法
律
に
よ
っ
て
正
確
な
も
の
に
さ
れ
た
。

1
.
実
質
的
要
件

家
族
の
結
集
を
利
用
で
き
る
権
利
者
と
利
用
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

同
権
利
者

権
利
者
は
、
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
領
内
の
在
留
を
適
法
に
許
可
さ
れ
た
外
国
人
で
、

フ
ラ
ン
ス
に
適
法
な
状
態
で
二
年
間
居
住
す
る
こ
と

を
証
明
す
る
者
で
あ
る
。
第
二
に
、

そ
の
配
偶
者
と
申
請
時
に
一
八
才
に
な
っ
て
い
な
い
そ
の
子
ど
も
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
家
族
の
結
集

を
申
請
す
る
外
国
人
は
、
少
な
く
と
も
二
年
間
、

と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
最
初
の
一
年
間
は
有
効
な
在
留
資
格
を
も
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス

に
居
住
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川
申
請
理
由

家
族
の
結
集
は
、
法
律
が
制
限
列
挙
す
る
理
由
に
よ
り
拒
否
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

-
申
請
者
が
、
家
族
の
必
要
に
供
す
る
安
定
し
た
十
分
な
個
人
資
金
を
証
明
し
な
い
場
合

こ
こ
で
資
金
と
は
、

ス
ラ
イ
ド
制
最
低
賃
金
以
上
の
毎
月
の
資
金
で
あ
る
。

-
住
居
条
件
が
現
行
の
規
準
に
適
合
し
な
い
場
合
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-
申
請
さ
れ
た
家
族
構
成
員
が
フ
ラ
ン
ス
に
い
る
こ
と
が
、
公
の
秩
序
に
対
す
る
脅
威
と
な
る
場
合

-
家
族
構
成
員
が
公
衆
衛
生
、
公
の
秩
序
、
公
共
の
安
全
を
脅
か
し
う
る
疾
病
あ
る
い
は
身
体
障
害
(
麻
薬
中
毒
、
精
神
障
害
)

を
持
っ
て

い
る
場
合

-
家
族
構
成
員
が
フ
ラ
ン
ス
領
土
に
居
住
し
て
い
る
場
合

家
族
の
結
集
は
、
子
ど
も
の
利
益
に
な
る
場
合
に
部
分
的
結
集
が
で
き
る
ほ
か
は
、
家
族
全
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
.

形
式
的
要
件

同
申
請

家
族
結
集
の
資
格
の
申
請
は
、
当
該
外
国
人
の
居
住
す
る
県
知
事
(
県
衛
生
社
会
部
)
に
対
し
て
な
さ
れ
る
。

フランスにおける外国人の私法上の地位

入
国
許
可
は
、
出
入
国
管
理
事
務
所
が
行
っ
た
居
住
、
資
金
の
状
態
の
調
査
と
、

そ
の
状
態
に
関
す
る
理
由
を
付
し
た
市
町
村
長
の
意
見

に
従
っ
て
、
県
庁
か
ら
家
族
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
。

同
申
請
の
審
査

申
請
の
審
査
は
、
出
入
国
管
理
事
務
所
の
係
官
に
よ
る
要
件
の
調
査
か
ら
な
る
。
係
官
は
、
予
め
、
家
族
の
結
集
を
申
請
し
た
者
の
同
意

を
書
面
に
よ
っ
て
確
か
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
者
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
住
居
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
も
の
と

み
な
さ
れ
る
。
係
官
は
、
住
居
と
資
金
が
望
ま
し
い
結
果
に
反
し
な
い
こ
と
を
調
査
す
る
。
現
場
調
査
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
公
の
秩
序
の

観
点
か
ら
申
請
を
審
査
し
た
後
で
、
知
事
は
、
本
国
で
実
施
さ
れ
る
健
康
診
断
が
十
分
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
、
家
族
結
集
を
認
め
る
決
定

を
下
す
。付
審
査
期
間
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シンポジウム

衛
生
社
会
部
へ
の
申
請
の
提
出
か
ら
知
事
の
決
定
ま
で
の
調
査
の
期
間
は
、
全
体
で
六
カ
月
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

H 

意
図
が
あ
い
ま
い
な
家
族

偽
装
婚
姻
と
は
、
法
律
が
定
め
る
目
的
以
外
を
目
的
と
す
る
、
あ
る
い
は
、
民
法
典
一
四
四
条
以
下
の
定
め
る
条
件
に
反
す
る
婚
姻
で
あ

る

フ
ラ
ン
ス
人
と
外
国
人
の
結
婚
の
場
合
に
は
国
際
私
法
が
各
人
の
国
の
法
を
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
複
数
の
国

の
法
律
を
重
ね
て
適
用
す
る
の
は
、
婚
姻
の
双
方
的
障
害
事
由
の
場
合
だ
け
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
婚
姻
す
る
こ
と
は
一
つ
の
権
利

で
あ
り

(
A
)
、
偽
装
結
婚
の
抑
止
に
は
、

一
定
の
限
界
が
あ
る

(
B
)
。

A 

婚
姻
に
対
す
る
権
利

1
.
憲
法
上
の
諸
原
理

婚
姻
に
対
す
る
権
利
は
、

一
九
四
六
年
憲
法
の
前
文
で
認
め
ら
れ
た
憲
法
上
の
原
理
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
第

一
一
一
条
と
第
一
四
条
に
規
定
さ
れ
た
基
本
的
自
由
の
一
つ
で
も
あ
る
。
第
一
一
一
条
は
「
結
婚
適
齢
以
後
、
男
性
と
女
性
は
、
こ
の
権
利
を
規

律
す
る
国
の
法
律
に
従
っ
て
結
婚
し
家
庭
を
つ
く
る
権
利
を
持
つ
」
と
規
定
す
る
。
第
一
四
条
は
、
「
こ
の
条
約
で
認
め
ら
れ
た
権
利
と
自

由
の
享
受
は
、

い
か
な
る
差
別
も
な
く
、
特
に
性
別
、
人
種
、
肌
の
色
、
言
語
、
宗
教
、
政
治
的
意
見
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
意
見
、
出
身
国

な
い
し
社
会
的
出
自
、

一
国
の
少
数
民
族
に
属
す
る
こ
と
、
富
、

そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
地
位
に
よ
る
差
別
な
し
に
、
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
L

と
明
言
す
る
。
憲
法
上
の
原
理
と
こ
れ
ら
の
条
文
と
結
び
つ
き
か
ら
、
外
国
人
は
内
国
人
と
同
じ
資
格
・
条
件
で
婚
姻
す
る
権

利
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
民
法
典
第
一
四
四
条
以
下
が
定
め
る
諸
条
件
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
こ

の
婚
姻
に
対
す
る
権
利
は
さ
ら
に
、

一
九
九
三
年
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
。

2 

一
九
九
三
年
の
諸
法
律
の
下
で
婚
姻
に
対
す
る
権
利

一
九
九
三
年
の
い
わ
ゆ
る
パ
ス
ク
ワ
法
は
、

三
一
条
に
よ
り
、
民
法
典
に
第
一
七
五
二
条
を
挿
入
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
、
っ
。

「
夫
婦
の
結
合
と
関
係
の
な
い
結
果
を
得
る
た
め
に
の
み
結
婚
が
な
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
せ
る
確
か
な
証
拠
が
あ
る
と
き
は
、
身
分
官
吏

は
共
和
国
検
察
官
に
付
託
す
る
。
検
察
官
は
、

一
五
日
以
内
に
、
身
分
官
吏
の
前
で
行
う
婚
姻
式
の
遂
行
を
延
期
す
る
か
否
か
の
決
定
、
あ

の
決
定
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
決
定
が
な
い
場
合
に
は
、

フランスにおける外国人の私法上の地位

る
い
は
、
婚
姻
に
対
す
る
故
障
申
立

2
3
2呂田。口

E
B
E
a内)

身
分
官
吏
は
婚
姻
式
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
延
期
の
期
間
は
一
一
一
カ
月
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
期
間
中
に
故
障
申
立
が

な
い
と
き
も
、
身
分
官
吏
は
婚
姻
式
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
L

と
こ
ろ
で
、
憲
法
院
は
一
九
九
三
年
八
月
一
三
日
の
決
定
に
お
い
て
、

こ
の
条
文
が
二
つ
の
点
で
憲
法
に
反
す
る
と
し
た
。
第
一
に
、
婚
姻
式
を
延
期
す
る
旨
の
共
和
国
検
事
の
決
定
に
対
し
て
「
提
訴
の
道
が
設

け
ら
れ
て
い
な
い
」
。
第
二
に
、
「
婚
姻
の
自
由
は
:
:
:
個
人
的
自
由
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
」
。

こ
う
し
て
憲
法
院
は
、
ジ
ス
テ
ィ
判
決
と
人
権
条
約
二
一
条
・
一
四
条
が
認
め
た
よ
り
も
広
い
基
盤
を
、
婚
姻
権
に
与
え
た
。
憲
法
院
は
、

婚
姻
の
自
由
を
個
人
的
自
由
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
婚
姻
権
の
保
護
を
司
法
裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
い
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
不
法
状
態
に
あ
っ
て
、
居
住
証
明
証
や
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
た
い
と
考
え
て
い
る
外
国
人
に
と
っ
て
、
結
婚
が

魅
力
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
中
身
の
な
い
結
婚
(
自
由
コ
回
想

Z
E円
〔
性
的
交
渉
の
な
い
結
婚
〕
)
」
と
か
、
「
お

愛
想
結
婚
・
便
宜
結
婚
(
自
民
g
唱
。
巾
円
。
自
由
)
E
Z
2
2
)
」
に
対
し
て
故
障
の
申
立
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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シンポジウム

婚
姻
権
の
規
制

B 

偽
装
結
婚
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
の
手
段
が
使
わ
れ
る
0

・
事
前
に
は
、
婚
姻
に
対
す
る
故
障
の
申
立

-
事
後
に
は
、
婚
姻
無
効
の
訴
え

-
個
別
的
に
、
当
事
者
が
不
自
然
な
形
で
望
ん
だ
婚
姻
の
効
果
が
生
じ
る
の
を
拒
否
す
る
こ
と

」
の
う
ち
最
初
の
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

1
.
婚
姻
に
対
す
る
故
障
の
申
立

一
九
九
三
年
の
諸
法
律
で
は
、
「
不
法
に
婚
姻
式
が
行
わ
れ
た
と
き
、
特
に
、
夫
婦
の
結
合
と
関
係
の
な
い
目
的
の
た
め
に
の
み
婚
姻
が

な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
善
意
の
当
事
者
」
(
民
法
典
の
新
第
一
九

O
条
)
と
同
様
、
共
和
国
検
事
(
民
法
典
の
新
し
い
第
一
七
五
の
一
条
)
は
、

故
障
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
県
知
事
は
、

そ
の
よ
う
な
外
国
人
が
申
請
し
た
在
留
資
格
を
常
に
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
.
外
国
人
の
地
位
に
対
す
る
諸
影
響

不
法
状
態
の
外
国
人
は

フ
ラ
ン
ス
人
と
結
婚
し
て
も
、

一
年
経
た
な
い
と
居
住
証
明
証
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

県
知
事
は
、

一
年
の
聞
に
、
追
放
命
令
を
と
っ
た
り
、
国
境
送
還
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

県
知
事
は
、
検
事
局
あ
る
い
は
身
分
官
吏
か
ら
、
婚
姻
し
よ
う
と
す
る
者
の
不
法
状
態
に
つ
き
付
託
を
受
け
る
場
合
も
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
と
最
低
一
年
間
結
婚
し
て
い
る
外
国
人
に
は
、
在
留
が
適
法
で
あ
る
限
り
、
夫
婦
の
共
同
生
活
が
中
止
し
な
か
っ
た
こ
と
と
、
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配
偶
者
が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
居
住
証
明
証
が
、
申
請
の
時
点
で
当
然
に
交
付
さ
れ
る
。

共
同
生
活
は
、

一
九
九
四
年
二
月
八
日
の
通
達
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
の
共
通
の
住
居
を
証
明
す
る
資
料
(
賃
貸
借
契
約
書
、
賃
料
の
領
収
書
、

定
期
的
に
振
込
の
あ
る
共
同
の
銀
行
口
座
ま
た
は
郵
便
口
座
の
証
明
証
)

活
は
必
ず
し
も
夫
婦
の
同
居
を
要
し
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
行
政
機
関
が
警
察
の
取
り
調
べ
を
催
促
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ

の
提
出
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
通
達
は
、
共
同
生

う
に
、

フ
ラ
ン
ス
法
は
外
国
人
に
婚
姻
に
対
す
る
権
利
を
与
え
る
が
、
こ
の
権
利
は
、
公
の
秩
序
を
維
持
し
公
衆
衛
生
を
保
護
す
る
た
め
に

制
定
さ
れ
た
法
律
の
枠
内
で
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
論
と
し
て
、

リ
ヨ
ン
・
カ

l
ン
の
次
の
言
葉
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
「
法
律
は
市
民
に
対
し
て
語
る
け
れ
ど
も
、
人
間
に
対
し
て
は

語
ら
な
い
。
あ
る
い
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
語
ら
な
い
。
」

一
九
七
九
年
に
な
さ
れ
た
こ
の
講
演
以
後
、

フ
ラ
ン
ス
法
は
、
私
法
の
分
野
で
は
、

フランスにおける外国人の私法上の地位

人
間
と
し
て
の
外
国
人
に
対
し
て
語
ろ
う
と
努
め
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
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LA CONDITION DES ETRANGERS EN FRANCE 
EN DROIT PRIVE 

IsabeIle LANDREAU本

La condition des etrangers en FRANCE， en droit prive a ete ¥'objet de 

nombreuses modifications legales dpuis l'ordonnance du 2 Novembre 1945， 

posant les bases du regime de la condition des etrangers目

La situation des etrangers a bien change depuis l'arret du 27 juiIlet 1948， 

“L'etranger jouit en FRANCE des droits qui ne lui sont pas refuses"， car les lois 

de 1993， qui sont un dispositif de 4 lois， ont precise， voire modifie la condition 

des etrangers 

La condition des etrangers est non seulement protegee par des principes 

constitutionnels issus de la Declaration des Droits de ¥'Homme et du Citoyen 

(DDHC) et du preambule de 1946， mais aussi par le droit internat削 lalavec la 

Convention Europeenne de sauvegarde des Droits I'Homme et des Libertes 

Fondamentales de 1950. (CESDHLF) 

Enfin l'article 11 du code civil pose le principe general d'assimilation de 

l'etranger au francais.“l'etranger jouit en FRANCE des memes droits que ceux 

qui sont ou seront accordes aux Francais par les traites de la nation a laquelle 

cet etranger appartiendra" 

De plus， il est important de noter que par l'article 55 de notre Constitution， 

les traites et accords ont une autorite superieure a la loi. Ainsi donc， 

l'ordonnance du 2 Novembre 1945 est soumise aux traites et conventions 

internationales. Cette superiorite est bien comprise dans l'article 2 de 

l'ordonnance. 

La condition des etrangers en FRANCE， bien qu'il y ait une tendance generale 

a ¥'amelioration， reste un sujet difficile et bon nombre de prejuges sont tenaces. 

市Assistantea la Faculte de Droit de I'Universite de Hokkaido 
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L'etranger est plus souvent reconnu comme un citoyen que comme un homme. Le 

droit prive dote les hommes de droits et d'obligations. Or l'etranger est un 

homme donc l'etranger devrait etre dote de droits et d'obligations (“citoyen 

jamais， personne parfois， homme a peine" J. Mourgeon dans “Barbares et 

meteques" Act. Jur. Dt. Admt. 1978) 

Mon expose se limitera aux droits familiaux des etrangers. Nous envisagerons 

dans une lere partie， la situation familiale normale (1) pour mieux comprendre 

dans une 2nde partie les situations familiales ambigues (2). 

1. LES SITUATIONS FAMILIALES NORMALES 

La situation familiale des etrangers se base sur le principe issu du celebre 

arret GISTI de 1978， les etrangers ont“le droit de mener une vie familiale 

normale". Ce principe protege la famille d'etrangers en FRANCE， tant au 

niveau de la cellule familiale (A) qu'au niveau du regroupement familial (B) 

A. LA CELLULE FAMILEALE 

La cellule familiale est dεfinie tant dans l'ordonnance de 1945 que dans la 

Convention d巴1950ou elle recoit une interpretation large. 

Dans l'ordonnance de 1945， la cellule familiale se resume a la famille 

nucleaire. Les personnes definies aux articles 5.1.15 et 25 sont l'etranger 

conjoint d' une personne de nationalite francaise et les enfants de moins de 18 

ans. La cellule famil凶lepeut s'elargir aux descendants en ligne directe (art 

15.2) . 

Dans la Convention de 1950， la cellule familiale， non seulement peut se 

constituer par la famille issue des liens du mariage， mais aussi peut se 

composer d'un couple non marie， vivant maritalement (arret BABAS 1991)， 

des liens de parente， d'alliance ou d'adoption. La cellule familiale s'etend aux 

grands. parents， petits， enfants et collateraux. La majorite des enfants ne 

rompt pas le 児n 仏am日IIli凶 c∞O叩n凶凶s坑tl比t凶 n此t la cellule f仏ami山凶l凶i出li凶凶a剖le. (arr陀巾e釘t 

MOUST AQUIM 18/02/91) 

Pour constituer une cellule familiale， il faut un lien familial effectif. Les 
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tribunaux comprennent cette notion par des relations rapprochees et 

regulieres entre les mem bres de la famille (arret MOUST AQUIM). Les juges 

utilisent un faisceau d'indices non cumulatifs pour apprecier l'effectivite du 

Iien iamilial. Ce peut etre l'element de cohabitation， l'existence d'un rapport 

de dependance pecuniaire， la participation reguliere a l'education de l'enfant 

pour un pere qui n'a pas eu la garde de l'enfant 

Le principe de mener une vie familiale normale est prolonge par la notion de 

regroupement familial. 

B. LE REGROUPEMENT FAMILIAL 

Le regroupement fami1ial a ete cree par un decret du 29 Avril 1976， jetant 

les bases d'un regime en faveur du rapprochement du conjoint et des enfants 

mineurs d'etrangers deja sur le territoire francais. Ce decret a ete reprecise 

par un autre decret du 4/12/84 ainsi que par les lois de 1993， qui insをrentle 

regroupement familial dans des conditions de fond et de forme 

Les conditions de fond precisent les b在neficiaires et les motifs du 

regroupement familial. 

Les beneficiaires sont. l'etranger， regulier巴mentautorise a sejourner sur le 

territoire francais， qui justifie de 2 annees de residence en FRANCE， et. son 

conjoint et ses enfants mineurs de 18 ans. 

Le regroupement familial peut etre refuse pour des motifs limitativement 

enumeres par la loi. le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles 

stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille，. les conditions 

de logement ne sont pas conformes aux normes en vigueur，. la presence des 

membres de la famil¥e constitue une menace pour l'Ordre Public，. ces 

personnes resident deja sur le sol francais. 

Les conditions de forme tiennent a la demande. La demande est adressee au 

Prefet， au service de la DDASS (direction departementale de l'aide sociale et 

sanitaire) . La decision est prise par le Prefet， apres verifications des 

conditions par l'OMI (office des migrat削 ISinternationales) sur avis motive 

du maire. L'examen de la demande consiste a requerir au prealable le 
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consentement ecrit du demandeur， puis verifications des conditions par les 

agents de I'OMl， qui peuvent proceder a des controles sur place. Si le dossier 

est juge favorable， un titre de sejour est remis aux membres de la famille. Le 

delai de la demande entre le depot a la DDASS et la decision prefectorale ne 

doit pas depasser 6 mois 

Ainsi donc， l'etranger regulierement autorise a sejourner sur le sol francais 

a le droit de mener une vie familiale normale et a le droit de demander le 

regroupement des membres de sa famille. 

La condition des etrangers est plus favorable et plus simple des lors qu'il y a 

eu mariage avec un ressortissant francais. Ainsi， l'attrait que represente le 

mariage pour un etranger en situation irreguliere， n'est plus a demontrer. C'est 

pourquoi， on peut considerer les mariages blancs ou de complaisance comme des 

situations familiales ambigues (2) 

2. LES SITUATIONS FAMILIALES AMBIGUES.LES MARIAGES FRAUDULEUX 

Un mariage frauduleux consiste soit a attribuer au mariage un but autre 

que celui que la loi prevoit， soit a ignorer les conditions legales prevues par 

les articles 144 et suivants du code civil. 

Le droit international prive pr己vOltu日eapplication distributive des lois 

nationales lors d'un mariage entr巴unressortissant francais et un etranger 

Le mariage est un droit (A) et la luUe contre les mariages frauduleux (B) 

peut s'effectuer que dans certaines limites 

A. LE DROIT AU MARIAGE 

Le droit au mariage est u日 principeconstitutionnel， q ui a recu un eclairage 

nouveau avec les lois de 1993. 

Le droit au mariage est un principe constitutionnel reconnu non seulement 

dans le preambule de 1946 mais est aussi une liberte fondamentale inscrite 

dans la CESDHLF aux articles 12 et 14. 

De la combinaison des principes constitutionnels et des articles 12 et 14， il 

ressort que les etrangers doivent jouir du droit de se marier， au meme titre 
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que les nationaux， tout en respectant les conditions fixees aux articles 144 et 

suivants du code civil目 Leslois de 1993 insereaient， dans le code civil un 

article 175.2 qui permettait pour le Procureur de la Repu bliq ue， de surseoir a 

la celebration du mariage lorsqu'il y avait des“indices serieux laissant 

presumer que le mariage n'est envisage qu'en vue d'atteindre un resultat 

etranger a l'union matrimoniale". Cet article a ete juge contraire a la 

consitution dans la decision du Conseil d' Etat du 13 A01jt 1993. Le Conseil d' 

Etat precise “la liberte de mariage (…) est une des composantes de la liberte 

individuelle. Ainsi， il place le droit au mariage sous la protection du juge 

judiciaire." 

B. UN DROIT AU MARIAGE CONTROLE 

ou la lutte contre les mariages frauduleux 

Plusieurs moyens sont susceptibles d'etre mis en oeuvre pour lutter contre les 

mariages frauduleux 

.1・ oppositionau rnariage 

.1' annulation du mariage 

ou encore le refus de faire produire au mariage l'effet auquel les parties ont 

voulu artificiellement parvenir. 

Nous traiterons que de l'opposition au mariage. 

Par les lois de 1993， l'opposition au mariage peut etre forme par le procureur 

de la Republique (article 175.1 nouveau du code civil) ， ainsi que par“l'epoux de 

bonne foi， quand le mariage (…) a ete celebre en fraude a la loi， en particulier， 

s' il n'a ete contracte que dans un but etranger a l'union matrimoniale" (nouvel 

article 190 du c. civ. introdiut par la loi du 24 aout 1993). Le prefet peut 

toujours refuser d'accorder le titre de sejour sollicite par l'etranger， qui n'a 

epouse un ressortissant francais que dans ce seul but 

Les effets sur l'etranger sont simples 

.si l'etranger est en situation irreguliere， le conjoint etranger marie a un 

francais ne peut pas obtenir avant un an la delivrance d'une carte de resident 

de 10 ans. Dans ce delai， le prefet peut prendre toutes mesures de police a 
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l'encontre de l'etranger en situation irreguliere. 

.si l'etranger est en situation reguliere， la carte de resident est delivree de 

plein droit a l'etranger marie depuis un an au moins， avec un francais et a 

condition que la communaute de vie n' ait pas cesse et que le conjoint ait 

conserve la nationalite francaise目

Une circulaire du 8/02/94 precise la notion de communaute de vie 

Ainsi donc， la loi francaise accorde le droit au mariage a l'etranger mais ce 

droit doit s'exercer dans les cadres legaux prevus pour maintenir l'Ordre 

Publique 

EN guise de conclusio日， nous pourrions rappeler ces mots， les mots du 

Professeur L YON. CAEN 

“La loi parle au citoyen， elle ne parle pas ou peu a I'Homme" 

Nous croyons， que depuis ce discours de 1979， la loi francaise， en matiere de 

droit prive， a tente de parler a l'etranger comme un Homme. 
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